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[第10j築 審理盗事務】� 

O 第� 7策 実ま強調交

島実ffu!調査� 

(4) 綴査の炎縫ょの留君主著書演


八 銭l1!!に溺たっての留霊堂本渡
 

(11) 非迫撃内容の鋭腐

築地喜昭事誌において非遂を把援しまと場合i立、議題税者等(当該災総長田査に様、る税務代ミ棄を行った鯛与税務会等が

ある場合における、議縁関与税理主士毒事を含む.)に対して、非違の i勾望書及びその食事買を守でfrに説草毒する.� 

下� f修正申僚毒事j という.)のしようよう悲 ffう.

なお、修'IE申傍毒事のしようようを行う豊富は、� fを妻逗申俊等についてj (個l1iT3事泌を交付し、修正'I'l!1等に伴

う法約効果について磁語尾に教育日するとともに、 しようよう及び教主去を行った年月謡、場所、穏手ti等を� F宮調査

JE(=) 修， 申告のしょうよう考察

3 1JjJ(則として、話ド遺著を抱盤したすべての 草地調盗事探について、納税翁に対して修 1:)1'告又は締録後申告{以

、自信地号車遂の総書皇、調室量年分のすべての年分において、$含最総長喜毒患を行う若草案のう色、東1E・決定や修1E~事告 異議e

if限後衛俸のしょうよ習には革まらないが、t::後の申 きや糠簿望書類の備付け、書記録及 と詩書して何らかの指導事墳が'(j保存� 

2 1;:: l 308)あるもの苦告書生き、イ寄らの弊溌 誤認められない事然 係る総宅建者 とますしではほ産量緊結果についてのお匁らせJ (倒⑪ 

なお、援毒事事項があるものは‘納車主著雪に指導偽容の言語草患を十分に行うほか.義理主主が終了した言蓄を明械に伝えた上、

-

事項毒事兼7:J:.ツクシート」に記載する.

また、狩色事終専従翁給与の金額が従事する内容毒事がちみて総迭と絡められる場合において、脅t患者事業専従
者総与に事毒する境線望書に記官書された給与の金額を毒装えてい事場合は、変更腐白書撃の提出のしようようを行う.� 

C 第� 9節その他�  

2 事事査証結果の逃知

密送付する.

倒入室電蕊決議書撃にその総務事績毒事を税関する.� 
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平成年�  j普段

修正$告書事について�  

O 修正取f告書書又は潟恕後取告書寄{以下「修正申告書毒事j といいます， )を援尚したたきは、そ

め修正申告普又は潟限後申告{以下 r~葬 IE申告普毒事j といいます， )により納付すべ若宮本裁の綴の

ほか、滋少(然)申告加薬務3えはE重加算税及び延滞税がき築設れる場合がありますe 

O 修正取傍筈等唱を提出したときは、その修正申告苦等により紛イすすべ誉本税の議員は、その修IE申

倍害毒事会提出した日までに言語付しなければなりません.

な字書、過少(主義〉申告加算税又浴室重加算税及び主筆書苦税が課される議会には、過少{害義〉申傍

加算税又は重量お算税についてはさき該加算税に事長る競議決定還ま霊祭が発せられた自の翌翌日から起

算して� 1.F.lを緩泌する録までに、延滞主党についてはその修工E申告書事絡を緩泌した日までに識を付

じなければなりません.� 

O 修工正事官華客等遅託費量t話したときは、その修正申告普等l之主義.:;，不服申立てはでき言質せん(過少{然)

$告加算税又は3重加算税の賊言葉淡定処分についてはコド飯申立てをするととができま'9， )。 

O 毒装工正申告書事等の?選出がその法定申告期限から� 1年を緩過した臼以後}とされた場合で、その修

ヱ正申告等iとより意書たに磯定した滋分の本税の績につ昔昔、一時に季語付'9るこどがで活きない理由が

あると絞められること、ぞの修正申告告警告撃の提出日までに再評議があることなどの一定の喜要件を

請書主主守場合}立、その業主付することができないと認められる金額な経度ぶして、その綴織濃から

:年以内の算書罪悪愛車走り、高荷主誌の滋予が!li:けられ決す。
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(議滋〉

過少{祭〉領官告加算税又!ま重加算税及び延滞税について

過少(無)殺をき加算税又はさ量級事事税について

次に該滋ずる場合には、級車事税が繰されますう� 

Oi墨少申告加算税

修正申告(当初取をきが烈F還後申告の縫合唱を除<.)により納付すぺ至宝電話重要から、 

来織を切り告書てた金額に� 10%を乗じた金額が� 5千円以上の場合� 

17.i将

O 無E容をき1沼算税

期限後申告:>Uま当初申告が潟限後申告告である修正申告により言語干すすぺ鷲税額から、� 

来主義者を切り捻てた金審議に� 15%唱を粂ひた念事翼が� 5千円以jこの場合� 

1万門

o 1重加算税
所得金緩や税義翼毒事の薮繁の基織となる家事長の会総又はー織を隠ぺい又は告主主義し、その溶ぺ

い又は長変革主したところに語毒づいて過少申傍若しくは期限後申告又は申告をしなかった場合、
修正申告告文は裏話線後申告告により線付すべき税穣から、� 1万円未満唱を切り捻てた金審議?と遜少申

・告加築税又は然申告郊築君主に代えて議会話翼手税が線され、滋少申告普加算主誌に代えて繰せられる

場合には35%、主要$1告加算税に代えて諜せられる場合には40%そ乗じて計算した金額に初当
ずる金額が5千汚以上の場合

~詩書税について

修工E"骨告毒事により納付すべ岩吉本貌の綴(過少{然〉痢倍加;導者誌は徐<.)から、次の 3幕式に
より計算レた延滞淡の額が、千円以仰との場合には‘主義滋貌が線されま'9.

~詩著者誕の割合 期昇華{母義主)

義語付Tべ吉本税額 まままき期限の.~B 延滞税の護軍� 

(17ま将来織の端数
鈎捨て)

X 1.3%焼ーから)を経過した� 8 
は14.6%

× 
かち3主義高の日ま
での� 8数

(l喜OF司未満の京商� 
数切捨て}

{紛 1 院は (稔)3 E {紛 4 

365 

{主主) 1 本総害賠~1万円未絡の場合には、延滞殺を納付する必要はありません。 
2 平成12若手l-fllB以後の延滞殺の割合}土、年単位� (ν1 ~ 12/30で次の言語会を滋� 

F還することとなります.� 

(1) 	 絞殺濃の翌日から� 2)守を経過する Bgとでは、年� f1.3%Jと「官官年の1IJ寺� 30日の
日本銀行の定める基準割引率� +4%Jのいずれか低い総会e 

(2) 効期限の~百かち 2月を経過した日以後は、年 fI4.6%J 
. 3 l:監禁普税のかかる期間は、記長~納期限の翌日から完納の臼までですE

なお、機定申告3撃を提出してから� 1年を緩滋する日後に修iE申告審撃を提出する場合

などには、経滞税の霊H事の基礎となる� f1朝関(日数)� J Iこ終伊jが設けられています.
〈わしくは、税務署にお毒事tl.くださいe 

4 	計算した怒滋殺の富棄が千門以上であり、かつも否問未満のま語数があるときは、その

百内5択さ建の端数は切り縫ててください.

一7 
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税務につぎましでは、お帯電からど協カいただきありがとうござい次す.

きて、あなたの一一一一一貌(
年分� 税の穣定申告告書}

について、鋳

{話器 -~ 隷税期間分の確定取告書)


査殺害程施いたしましたところ、混在京での綴ま撃の緒豊島によると、湾総とすべ祭事茨はなく、

円 

滋正な申告と認められましたので、お知らせしますー

打門 

なお、今後とも、迫撃亙主主織をきと納税にご昔話カをお願いいたします.

同----l 
内線(� ) 
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財務毒事務室 随

調澄総長長 に つ い て の お 初 �  G せ
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官調澄まさ泉についてのお~らせ 

1 作成隠約

との議長喜望書は、品開査の意義茶、蒸iEすべき毒事Z黄金ぎないと認められる事殺について、その� E若者主幸運により適知するこ

とで、納税者のま辞告数税制度 l~対する号室長率悲}層深めるとともに、調波書事に議主とっての納税者の滋乏な言語カを促し、

もって$告を終税制度の…震の発炎・発展i己資するととを閥的として作成する.

したがって‘本透灼を行ヨととによ阜、む後の織盗 11:~毒事告を及ぼすものではない騎 

2 留意譲渡

との滋知は、災地主尊重量(J)結果、長聞査対象者発� sすべてについて、支援・決定や鯵iE$i華・詩書限後$傍のしようよう

を行わず、かっ、む後の申告や車産主事書類の備付け、言語録及び保存{以下� fjj霊付け等J~という. )について指導すべ

き著書凝もない事案の一とうな、何らの非主監も認めちれない寄葬祭に察阜、納税者本人l;:対して行う.

なお、本迫撃匁}立、ぞれまでの主君主主の給果を議長話するもの?あって、~後の寓言層恋により毒事及して議iEするととも

あち得るとと及び保存鶏問者経過していない機簿書類の係容が引き鏡脅必華客であるととを‘併せて言語号きすることに

留意する.

また、実泌総3!tの毅請書、吏疋・主主定や悲喜iE申告・綴緩後員辞意警のしょうようには主主らないが、~後S号車僚について

の翁織を行った事案、総務容が溺切に収支術家:&び取引内容の務主主や緩簿主書類・証拠資終等の媛示を行わない害事然、

線事事芸書類の告書付け毒撃についての鐙導者fまった本語草等については、本海銀の対象とならないことに震君主する.� 

-9ω 




財務省談令第� 12喜多

冨税庁長官

思税JTの事務の実施基準及び尊重翼せに詩毒する滋i令を次のように定める。

平成� 13年� 1月8臼

財務大臣宮津�  3喜一�  

令11題税庁の事務の奥施違憲準:&ぴ準則に関する司

令の目的)11(割

第	 1条 この訓令lま、中央省JT等改ま事務泳法(王子成� 10年法律第� 103~警〉第 

1 6条第6項第2号の規定にき義づき、国税庁の事務の実擁基準及び準劇をま包

めることを目的とする。

〈国税庁の所掌事務〉

第2条 箆税庁i主、財務省設護法(;;P:TX;11若手法律第95号〉第20条iこ定め

~要事務を済掌し、í:lIJ表iこ掲げる法律後執行 Tる a

〈事務の実漉基準)

第	3条 筒税庁 i孟、その所~する事務の爽施!こさ当たり、納税者の自発的な納税

義務の緩行を適正かつ円滑に実務するため、納税環境を聾備し、適正かつ公

平な税務行政を推進することにより、内関税の適正かつ公平な賦課及び徴収

の実現を図るとともに、}官類業の健会な総選:&ぴ税理士業務の適正な運営の

確保を図ることを基準とする。

(準則)

第4条理税庁i主、前条の基準にのっとり、次の各号に掲げる事項を準腐とし、

透明性と効率性に~A撃しつつ事務署E行うるのえする。 

- p句麗税の適正かつ公平な賦隷:&ぴ徴i波(f)爽務を密ることについては、次に

掲げるところによる。

イ 量発税環境の整備

〈イ〉軍事告及び納税に関する法令解釈及び毒事務手続等について、納税者i二

分かりやすく的確に周知すること。

(口)納税者からの問い合わせ及び相談!こまぜして、迅速かつ的確に対応す

ること。

(ハ)租税の役割及び税務行政について幅広い理解及び協力を得るため、

関係省庁等及ぴ国民各j留からの繍広い協力及び参加の確保に努めて

ぺ号制



いくこと。

口 議IEかっ公平な税務行政の捻造業

〈イ〉潟係法令を適正に適織することお

〈ロ)適正申告の実現に努めるたともに、申告が適正でないc:.認められる

納税者に対しては約織な網笈及び指導を実施することにより鋲りを

確実に是正すること。

(ハ)期限内収納の実現に努めるとともに、期限内に納付を行わない納税

者に対して滞納処分を執行するなどにより確実に徴収すること。

(ニ}納税者の正当な権総務j畿の数演を関るため、コド殿軍事立て謀容に適正か

つ迅速に対応すること。� 

- j寝綴3震の鍵全な発達書E図ることについては、次iこ掲げるところによる。

イ 灘類3震の経営基盤の安定義E濁るとともに、密造技術の研究及び朔発滋ぴ� 

i二漉綴の品質及び安全性の穣僚を翻ること。� 

IJ }霞綴に係る資源の有効な利用の硲傑を関ること。

三三 税理護士業務の適正な運営の確保後図ることについては、次に掲げるところ

による。

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、

申告普納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、総税に隠する

法令に裁定された続税義務の選IEえよ爽灘署E図るという使命を食っているα

ここれを踏まえ、税理士が申告絞殺毒剤j皮の適正かつ円滑な還苦言に援護警な役割

愛祭たすよう、その業務の適正式ま滋議設の客室係iこ努めること。

約期 


この滋|令i志、平成� 13年� 1月68から施行ずる。


(参考) 

O中央省庁等改革基本法〔平成10年G月1213法律第103号J <抄》

〈内灘3刻l!iij及び外局)
第十六手災 後略� 

2-5 守霊器各� 

6 政府;立、として致策の実施に総ずる機脅主役扱う庁〈以下この粂において� f実
践1TJ ~こいう o )について、次に掲げる方針に従い、その業務の究主主幹イとそ隠ると

ともにi3徐桧を溺めるために必警警な捻建設会議ずるものとする。

一主量的
二 官守主予の場合において、底貴史議段、災施庁の長にその権限が委任渡れた理事務

の災虫館滋機その他当該事務の実施に必擦な君主則を定めて公表するとともに、蜜

施庁が護主成すべき毘標を設定し、その殴綴に対する実績を評価して公表るこ

と。
三五・閥 復車各
 

7 省略 
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